
エーワンデータにお任せください

※日本マーケティングリサーチ機構調べ（調査概要：2021年10月期 ブランドのイメージ調査）

利用したい
データ復旧サービス

２０２４年１月１日からの地震による災害で被災された皆さまに謹んでお見舞い
申し上げますとともに、家屋の倒壊や土砂災害、津波等からの一日も早い復旧を
お祈り申し上げます。データ復旧の老舗として創業30年を誇るＡ１データ株式会
社は、令和６年１月１日からの地震災害によってデータ復旧の必要が発生した媒
体に対し、「被災支援サービス」としてデータ復旧費を「無料」としています。

エーワンデータは1994年の創業以来30年、
データ復旧サービスを行っており、
日本で初めてデータ復旧サービスを始めた会社※です。
30年の歳月で蓄積された技術やノウハウは、個人のみならず
企業や官公庁からも信頼されております。
熟練したデータ復旧のプロやデータ復元の
スペシャリストが揃っていますので、
大規模サーバー/RAID/NASも安心してお任せください。

Ａ１データは、被災したデータ復旧を極力短期間で行うことが、被災地のビジネスや経済、
生活を早期復旧する助けになると考え、私たちが出来うる限りの役割を全うすべく取り組ん
でおります。
短期間でデータ復旧を行うためには、わが国トップクラスの規模と処理能力を有する国内
ラボラトリーを持つ弊社エーワンデータリカバリーが力を発揮いたします。
本サービスが被災された方の速やかなご再建の一助になることを祈念いたします。

令和６年能登半島地震による災害に伴う災害品に対して

「データ復旧費の無料支援」を実施

●ラボラトリ・リカバリー　　● オンサイト・リカバリー
●リモート・リカバリー

故障したハードウェアや操作ミスによって消えたファイル、
アクセスできなくなったファイルを回収するサービスです。

データ復旧サービス

サービスの内容

弊社が提供しているサービスのデータ復旧費を「無料」でご提供します。

サービスの地域

内閣府政策統括官（防災担当）が「令和６年能登半島地震にかかる 
災害救助法の適用について
（https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html）」にて
被災地と指定した地域。

サービス対象のお客様

支援被災サービス対象地域のお客様。

サービス対象の製品

支援被災サービス対象地域において被災した媒体。

●磁気消去サービス　● 物理破壊消去サービス
●ソフトウェア消去サービス

機密データや個人情報が漏洩する危険を予防するために、
記録媒体上の情報を完全に消去するサービスです。

データ消去サービス

●一般データ検索サービス　● 非定型データ検索サービス

●退職者、行方不明者、故人（デジタル遺品）の
PCデータの回収･調査サービス

調査媒体の証拠保全のためにハッシュ値を用いて複製を
作成した後、複製からお客様が必要とされるデータを抽出・
解析した結果をご報告するサービスです。

フォレンジックサービス

当社は
「ISO27001/ISMS」
認証の取得企業です。

Ａ１データ株式会社は
日本データ復旧協会
（DRAJ）の
常任理事企業です。

A1データ株式会社 （A1DATA CORP.）

〒 357-0032 埼玉県飯能市本町1-3　☎042-980-7295 （代表）

0120-413-374お電話でのお問合せ
無料相談はこちらから https://www.a1d.co.jp

※自社調べ。1994年に事業を開始


